
 

   
                                              

        平 成 3 1 年 １ 月 1 1 日 

                                                  住 宅 局 建 築 指 導 課 

㈱LIXIL 鈴木シャッター社員による防火設備検査員講習の 

受講資格取得にあたっての実務経験年数の不正申告について 

 

 

１．事実の概要 

建築基準法第 12 条に基づく定期検査制度は、新築時に建築確認及び完了検査によって基準

に適合していることが確かめられた建築物が、使用段階においても、引き続き適切に維持管理さ

れていることを確かめるものです。 

このうち防火シャッター等の定期検査を行う資格者である防火設備検査員に関し、平成 27 年度

から平成 29 年度までの期間において、株式会社 LIXIL 鈴木シャッター（以下「鈴木シャッター」と

いう。）の社員 13 名（うち２名は現時点で退職）が、防火設備検査員となるために必要な講習（以下

「防火設備講習」という。）の受講資格を不正に取得したうえで同講習を受講し、国土交通省より防

火設備検査員資格者証（以下「資格者証」という。）の交付を受けていました。 

具体的には、防火設備講習の受講資格となる「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者（(一

社)日本シヤッター・ドア協会が運営する資格制度。以下「専門技術者」という。）」の認定に必要な

実務経験年数を偽っていたものです。 

これらの 13 名が防火設備検査員として定期検査を行った物件は 68 棟であり、所在地別・用途

別の棟数は下表のとおりです。これらの建物については、国土交通省の指示に基づき、早急に、

同社において正規の防火設備検査員による再検査を行う予定です。 
 

所在地別  用途別 

東京都 66 棟  学校 47 棟 病院 ４棟 

千葉県 １棟  店舗 ８棟 ホテル ２棟 

長野県 １棟  事務所 ６棟 共同住宅 １棟 

 

 

株式会社 LIXIL 鈴木シャッター（本社：東京都豊島区）より国土交通省に対し、鈴木シャッターの

社員について、実務経験年数を不正に申告して防火設備検査員講習の受講資格を取得し、同講

習を受講・修了して「防火設備検査員資格者証」の交付を受けていた旨の報告がありました。 

国土交通省は本件について以下の対応を行います。 

・ 本日、同社に対し、所有者等関係者への丁寧な説明、正規の資格者による再検査の実施、原

因究明と再発防止策の報告などを指示しました。 

・ 不正に資格者証の交付を受けていた者に対し、建築基準法の規定に基づき、資格者証の返

納の命令を行うこととしています。 



【参考１】 防火設備検査員について 

防火設備検査員とは、建築基準法の規定に基づく定期報告制度において、一定以上の規模の

建築物等に設けられた防火シャッター等の作動確認を行うことができるとされている資格者のこと

です。 

国土交通大臣の登録を受けた機関が行う防火設備講習（学科講習及び実技講習）を受講し、考

査に合格した者が、国土交通省に申請を行うことで資格者証の交付を受けることができます。 

なお、現在の資格者数は 13,720 人です（平成 30 年末現在）。 

 

【参考２】 防火設備講習の受講資格について 

防火設備講習の受講資格については、建築に関する知識及び経験を有する者として、学歴又

は職歴に応じて定めた一定の年数以上の実務経験を有する者であることが定められています。 

このうち、専門技術者については、日本シヤッター・ドア協会が、その認定を受けるための講習

（以下「専門技術者講習」という。）の受講資格として、高等学校の卒業後にシャッター又はドアに関

する３年以上の実務経験を有する者等であって、かつ、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第

32 号）第 36 条第４号に規定する「低圧充電電路の敷設等に関する特別教育」を修了した者である

ことを定めています。これを踏まえて、専門技術者の認定を受けていることで防火設備検査員講習

の受講資格として認めているところです。 

 

２．国土交通省の対応 

(1) 不正に資格者証を取得した者への対応 

偽りその他不正の手段により資格者証の交付を受けた者については、今後、所要の手続きを経

て、建築基準法第 12 条の３第４項の規定によって準用する第 12 条の２第３項の規定に基づく資格

者証の返納の命令を行うこととします。 

 

(2)  鈴木シャッターへの対応 

鈴木シャッターに対して、本日、以下の対応を行うように指示しました。 

・ 上記１．に該当する防火設備の所有者及び関係者に対し、本件について丁寧に説明するとと

もに、早急に当該所有者及び関係者と調整のうえ、正規の資格者による再検査を実施するこ

と。また、再検査の結果を特定行政庁に報告すること。 

・ 本事案に関する相談窓口を設置すること。 

・ 本事案が発生した原因を究明し、その再発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告すること。 

さらに、鈴木シャッターにおいては、今後、その社員において「専門技術者講習」又は「防火設

備講習」に関する受講申請を行う場合、実務経験を含めた申請内容について、社外の第三者によ

る確認を受けることを求めることとします。 

 

(3) 日本シヤッター・ドア協会への対応 

日本シヤッター・ドア協会に対して、本日、以下の対応を行うように指示しました。 

・ 専門技術者として資格者証を不正又は不適切に取得した事案がないかどうか全数調査し、１

月末までに報告すること。 

・ 本事案に関する相談窓口を設置すること。 



・ 本事案が発生した原因を究明し、その再発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告すること。 

 

(4) 関係特定行政庁への依頼 

上記(1)の者が検査を行った防火設備が設けられた建築物を所管する特定行政庁に対して、本

日、鈴木シャッターによる上記(2)の再検査が実施された際には、建築基準法第12 条第５項の規定

に基づき、同社に対して再検査の結果の報告を求めるよう依頼しました。 

 

(5) 防火設備講習を運営する日本建築防災協会への依頼 

(一財)日本建築防災協会に対して、本日、一般的な相談を受け付ける窓口を設置するよう依頼

しました。 

 

３．その他の事案 

日本シヤッター・ドア協会において、専門技術者講習の受講申込書の点検を行ったところ、実務

経験年数に誤り又は不足がある者３名が専門技術者として認定され、その後、防火設備講習を受

講し、資格者証の交付を受けていました。 

このことを受けて、国土交通省といたしましては、日本シヤッター・ドア協会に対し、今後の専門

技術者講習における申請書の内容確認を徹底すること、本事案が発生した原因を究明し、その再

発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告することを指示しました。 

なお、これらの３名が防火設備検査員として定期検査を行った物件はありません。 

 

４．相談窓口 

（１）鈴木シャッターにおいて、以下の窓口が設置されています。 

【お客様向けお問合せ窓口】 

株式会社 LIXIL 鈴木シャッター 東京メンテナンス支店 

電話番号 03-3944-1121 

受付時間 8:30～17:20（土日、祝休日を除く※） 

※1 月 12 日（土）～14 日（祝）は受付を実施。 

 

（２）日本シヤッター・ドア協会において、以下の窓口が設置されています。 

【相談窓口】 

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会 

電話番号 03-3288-1281 

受付時間 9:00～17:00（土日、祝休日を除く） 

 

（３）日本建築防災協会において、以下の窓口が設置されています。 

【防火設備検査員講習に関する不正申告についての相談窓口】 

一般財団法人日本建築防災協会 

電話番号 03-5512-6453 

受付時間 10:00～17:00（土日、祝休日を除く） 

(問い合わせ先) 

国土交通省住宅局建築指導課  企画専門官  山口  (内線 39563) 

係     長  小林  (内線 39529) 

TEL ０３－５２５３－８１１１(代表)、０３－５２５３－８５１３(夜間直通)、FAX ０３－５２５３－１６３０ 



防火設備検査員制度の概要

資格者証取得の流れ

検査対象となる防火設備

○次の建築物のうち、特定行政庁が指定したもの

※１） 屋外観覧場、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、児童福祉施設等（就寝用福祉施設は除く）は含まない。

※２） 該当する用途部分の床面積の合計が200㎡以上のもの。

学歴・職歴に応じた
実務経験

学科講習※２・修了考査

実技講習※２

修了証明書の交付

防火設備検査員資格者証の交付

申請

防火シャッター・ドア

保守点検専門技術者

高卒以上+実務経験
３年以上 など高卒+実務経験

７年以上 など

・ 100㎡以上の劇場、病院、ホテル、飲食店、物販店舗など、不特定又は多数の者が利用する建築物

・ 階数５以上かつ延べ面積1,000㎡超の事務所等

※１） 労働安全衛生規則第36条第4号の「低圧充電電路の敷設等に関する特別教育」
※２） 防火シャッター・ドア保守点検専門技術者は、専門的な知識及び能力を有することを踏まえて、学科講習の一部及

び実技講習を免除

特別教育※１

講習

検査内容

・ 防火設備の各構成部品（鋼板、
感知器、危害防止装置など）の
劣化状況の点検。
・ 感知器を実際に作動させて、
防火設備が連動して閉鎖する
かどうかを確認。
・ 人が挟まれた場合に途中停止
する危害防止装置が適切に作
動するかどうかを確認。

手動閉鎖装置

座板感知部

防火シャッター

連動制御器

感知器（煙／熱）

自動閉鎖装置
危害防止用
連動中継器

下記に掲げる建築物に設ける、煙や熱の感知器と連動して作動する防火設備
（防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等）

○政令で指定した建築物

・ 一定規模の劇場、病院、ホテル、飲食店、物販店舗など、不特定又は多数の者が利用する建築物※１

・ 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設※２

（日本シヤッター・ドア協会による運営）

防
火
設
備
検
査
員
講
習

○ 建築基準法第12条において、建築物、建築設備、昇降機等、防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検す
る制度が設けられており、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者に対し、専門技術を有する資格者に建築物等の
調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけている。

別紙１



 

 

国 住 指 第 3 3 7 8 号 

平 成 3 1 年 1 月 1 1 日 

 

株式会社 LIXIL 鈴木シャッター 

代表取締役 社長執行役員 山田 智 殿 

 

国土交通省住宅局建築指導課長 

 

 

防火設備検査員資格者証の不正取得への対応について 

 

 

貴社より、社員が「防火設備検査員講習」の受講資格を不正に取得し、同講習を修了して

「防火設備検査員資格者証」の交付を受けていた旨の報告があった。 

かかる事案は、防火設備検査員制度に対する国民の信頼を揺るがす行為であり、極めて遺

憾である。 

ついては、建築物の安全性確保のために、以下の対応を求める。 

 

① 所有者及び関係者への丁寧な説明 

・所有者及び関係者に対して、事案について丁寧に説明すること。 

 

② 再検査の迅速な実施 

・不正に「防火設備検査員資格者証」の交付を受けていた社員が建築基準法に基づく定

期検査を行っていた物件について、所有者及び関係者と調整の上、早急に再検査を実

施すること。 

・また、再検査の結果については、当該物件を所管する特定行政庁に報告すること。 

 

③ 徹底した原因究明及び再発防止策の報告 

・徹底した原因究明のもとに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国土交通省

に報告すること。 

・また、再発を防止するための改善策を適切に実施すること。 

 

④ 申請内容の徹底したチェック 

・今後、貴社社員による「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者」の認定申請又は

「防火設備検査員講習」の受講申請を行う場合、実務経験を含めた申請内容について、

社外の第三者による確認を受けること。 

 

⑤ 相談窓口の設置 

・相談窓口を設置し、所有者及び関係者の意向を十分に把握し、誠意を持って真摯に対

応すること。 

 

  

別紙２ 



 

 

国 住 指 第 33 7 9 号 

平成 31 年 1 月 11 日 

 

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会 

 会長 長野 敏文 殿 

 

国土交通省住宅局建築指導課長 

 

 

防火設備検査員資格者証の不正取得への対応等について 

 

 

貴協会より、「防火設備検査員講習」の受講に際し、協会会員の社員が受講資格を不正に取

得し、同講習を修了して「防火設備検査員資格者証」の交付を受けていた事案や、同講習の

受講資格に係る「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者」の申請内容に誤り等がある者

が、同技術者の認定を受け、かつ「防火設備検査員講習」を修了して「防火設備検査員資格者

証」の交付を受けていた事案について、それぞれ報告があった。 

かかる事案は、防火設備検査員制度に対する国民の信頼を揺るがす行為であり、極めて遺

憾である。 

ついては、建築物の安全性確保のために、以下の対応を求める。 

 

➀「防火設備検査員」を対象とした調査 

・「防火設備検査員」のうち、「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者」の認定を受け

た者を対象として、それぞれの者が所属する会員企業等において、同種事案の有無を

調査させること。 

・調査結果をとりまとめて、本年１月 31日までに、国土交通省に報告すること。 

 

② 徹底した原因究明及び再発防止策の報告 

・徹底した原因究明のもとに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国土交通省

に報告すること。 

・また、再発を防止するための改善策を適切に実施すること。 

 

③ 申請書の内容確認の徹底 

・「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者」の認定申請の受付に当たり、申請書の内

容確認を徹底すること。 

 

④ 相談窓口の設置 

・相談窓口を設置し、誠意を持って真摯に対応すること。 

 

別紙３ 


